
和歌山県公安委員会

上富田町及び白浜町内の 道路 交通法（昭和 35年 法 律 第 105号 ） 第 44条 第 ２ 項 第 ２号の規定に基づく乗合自動車の停留所における一般旅客自動車運送事業用自動車等の停

車又は駐車に関する関係者の合意内容については、下表のとおりである。

一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 停 車 又 は 駐 車 を す る 一 般 旅 客 自 最 左 欄 の 停 留 所 に お け る 左 欄

用 自 動 車 等 が 停 車 又 は 駐 動車運送事業用自動車等の範囲 の 停 車 又 は 駐 車 が 道 路 又 は 交

車 を す る 乗 合 自 動 車 の 停 所在地 通 の 状 況 に よ り 支 障 が な い も 関係者及び

留所の名称 の と な る よ う に す る た め 必 要 合意状況

と認める事項

朝来駅 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来 1362－ ２ 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 最 左 欄 の 停 留 所 に お け る 左 関係者

者 （ 白 浜 第 一 交 通 株 式 会 社 ） が 欄 の 停 車 又 は 駐 車 は 、 左 欄 に ・白浜第一交通株式会社

郵便局前 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来 1323番 地 の３先 行 う 道 路 運 送 法 （ 昭 和 2 6年 法 律 係 る 運 行 時 間 内 に 限 る も の と ・和歌山県公安委員会

第 183号 ） 第 ４ 条 第 ２項 に規 定す する。 ・近畿運輸局

生馬口 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来 513番 地 先 る 乗 合 旅 客 （ 路 線 不 定 期 ） の 運 最 左 欄 の 停 留 所 を 使 用 し て ・上富田町

送の用に供する自動車に限る。 い る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 ・白浜町

庁舎前 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来 825番 地 の３先 事 業 者 と 運 行 時 刻 に つ い て 調 ・白浜町地域公共交通会議

整 を 図 り 、 交 通 に 支 障 が な い 合意状況

生馬橋西詰 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 611番 地 先 ようにすること。 令 和 ７ 年 １ 月 3 0日 、 上 記

関係者において合意

林業センター前 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 1546番 地 先

生馬公民館 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 1728番 地 先

生馬 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 1995番 地 先

板木橋 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 2430番 地 の１先

稗田 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 2482番 地 の２先

上稗田 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 2599番 地 の１先



一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 停 車 又 は 駐 車 を す る 一 般 旅 客 自 最 左 欄 の 停 留 所 に お け る 左 欄

用 自 動 車 等 が 停 車 又 は 駐 動車運送事業用自動車等の範囲 の 停 車 又 は 駐 車 が 道 路 又 は 交

車 を す る 乗 合 自 動 車 の 停 所在地 通 の 状 況 に よ り 支 障 が な い も 関係者及び

留所の名称 の と な る よ う に す る た め 必 要 合意状況

と認める事項

苅ヶ谷 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 2652番 地 先 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 最 左 欄 の 停 留 所 に お け る 左 関係者

者 （ 白 浜 第 一 交 通 株 式 会 社 ） が 欄 の 停 車 又 は 駐 車 は 、 左 欄 に ・白浜第一交通株式会社

鳥渕 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 2751番 地 先 行 う 道 路 運 送 法 （ 昭 和 2 6年 法 律 係 る 運 行 時 間 内 に 限 る も の と ・和歌山県公安委員会

第 183号 ） 第 ４ 条 第 ２項 に規 定す する。 ・近畿運輸局

大宮 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 2974番 地 先 る 乗 合 旅 客 （ 路 線 不 定 期 ） の 運 最 左 欄 の 停 留 所 を 使 用 し て ・上富田町

送の用に供する自動車に限る。 い る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 ・白浜町

川原谷 和歌山県西牟婁郡白浜町玉伝 501 事 業 者 と 運 行 時 刻 に つ い て 調 ・白浜町地域公共交通会議

整 を 図 り 、 交 通 に 支 障 が な い 合意状況

玉伝口 和歌山県西牟婁郡白浜町玉伝 833－ 11先 よ うにすること。 令 和 ７ 年 １ 月 3 0日 、 上 記

関係者において合意

玉伝 和歌山県西牟婁郡白浜町玉伝 331

榊 和 歌山県西牟婁郡白浜町大 417

大 和 歌山県西牟婁郡白浜町大 437－ ４

大集会所 和歌山県西牟婁郡白浜町大 252－ ２

殿山口 和歌山県西牟婁郡白浜町市鹿野 2323－ 11

学 校 前 和歌山県西牟婁郡白浜町市鹿野 1080－ １

農協前 和歌山県西牟婁郡白浜町市鹿野 983－ １ 先

市鹿野 和歌山県西牟婁郡白浜町市鹿野 631先



一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 停 車 又 は 駐 車 を す る 一 般 旅 客 自 最 左 欄 の 停 留 所 に お け る 左 欄

用 自 動 車 等 が 停 車 又 は 駐 動車運送事業用自動車等の範囲 の 停 車 又 は 駐 車 が 道 路 又 は 交

車 を す る 乗 合 自 動 車 の 停 所在地 通 の 状 況 に よ り 支 障 が な い も 関係者及び

留所の名称 の と な る よ う に す る た め 必 要 合意状況

と認める事項

リヴァージュ・スパ 和歌山県西牟婁郡白浜町日置 1013－ 25 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 最 左 欄 の 停 留 所 に お け る 左 関係者

ひきがわ 者 （ 白 浜 第 一 交 通 株 式 会 社 ） が 欄 の 停 車 又 は 駐 車 は 、 左 欄 に ・白浜第一交通株式会社

行 う 道 路 運 送 法 （ 昭 和 2 6年 法 律 係 る 運 行 時 間 内 に 限 る も の と ・和歌山県公安委員会

日置川事務所 和歌山県西牟婁郡白浜町日置 980－ １ 第 183号 ） 第 ４ 条 第 ２項 に規 定す する。 ・近畿運輸局

る 乗 合 旅 客 （ 路 線 不 定 期 ） の 運 最 左 欄 の 停 留 所 を 使 用 し て ・上富田町

日置診療所 和歌山県西牟婁郡白浜町日置 206－ １ 送の用に供する自動車に限る。 い る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 ・白浜町

事 業 者 と 運 行 時 刻 に つ い て 調 ・白浜町地域公共交通会議

オークワ日置店横 和歌山県西牟婁郡白浜町日置 41－ ３ 先 整 を 図 り 、 交 通 に 支 障 が な い 合意状況

ようにすること。 令 和 ７ 年 １ 月 3 0日 、 上 記

伊古木 和歌山県西牟婁郡白浜町塩野 408－ ２先 関係者において合意

塩野 和歌山県西牟婁郡白浜町塩野 52先

安 宅小学校前 和歌山県西牟婁郡白浜町安宅 606－ ２

住民交流センター 和歌山県西牟婁郡白浜町安宅 464－ １

安楽寺前 和歌山県西牟婁郡白浜町安宅 301－ 41

日 置 駅 和歌山県西牟婁郡白浜町矢田 159－ ２

田野井橋 和歌山県西牟婁郡白浜町田野井 456－ ４

田野井会館 和歌山県西牟婁郡白浜町田野井 544－ １



一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 停 車 又 は 駐 車 を す る 一 般 旅 客 自 最 左 欄 の 停 留 所 に お け る 左 欄

用 自 動 車 等 が 停 車 又 は 駐 動車運送事業用自動車等の範囲 の 停 車 又 は 駐 車 が 道 路 又 は 交

車 を す る 乗 合 自 動 車 の 停 所在地 通 の 状 況 に よ り 支 障 が な い も 関係者及び

留所の名称 の と な る よ う に す る た め 必 要 合意状況

と認める事項

田野井 和歌山県西牟婁郡白浜町田野井 990－ ２ 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 最 左 欄 の 停 留 所 に お け る 左 関係者

者 （ 白 浜 第 一 交 通 株 式 会 社 ） が 欄 の 停 車 又 は 駐 車 は 、 左 欄 に ・白浜第一交通株式会社

舟木 和歌山県西牟婁郡白浜町口ヶ谷 553 行 う 道 路 運 送 法 （ 昭 和 2 6年 法 律 係 る 運 行 時 間 内 に 限 る も の と ・和歌山県公安委員会

第 183号 ） 第 ４ 条 第 ２項 に規 定す する。 ・近畿運輸局

口ヶ谷 和歌山県西牟婁郡白浜町口ヶ谷 498－ １ 先 る 乗 合 旅 客 （ 路 線 不 定 期 ） の 運 最 左 欄 の 停 留 所 を 使 用 し て ・上富田町

送の用に供する自動車に限る。 い る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 ・白浜町

口ヶ谷橋奥 和歌山県西牟婁郡白浜町口ヶ谷 259先 事 業 者 と 運 行 時 刻 に つ い て 調 ・白浜町地域公共交通会議

整 を 図 り 、 交 通 に 支 障 が な い 合意状況

三ヶ川 和歌山県西牟婁郡白浜町安居 947－ ３ ようにすること。 令 和 ７ 年 １ 月 3 0日 、 上 記

関係者において合意

宮前 和歌山県西牟婁郡白浜町安居 816－ ４先

安居 和歌山県西牟婁郡白浜町安居３

植野 和歌山県西牟婁郡白浜町安居 47－ ２

首地 和歌山県西牟婁郡白浜町安居 108－ ４先

中嶋 和歌山県西牟婁郡白浜町中嶋 128先

寺 山 和歌山県西牟婁郡白浜町寺山 174－ ２先

えびね温泉 和歌山県西牟婁郡白浜町向平 540－ ３

向平 和歌山県西牟婁郡白浜町向平 183先



一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 停 車 又 は 駐 車 を す る 一 般 旅 客 自 最 左 欄 の 停 留 所 に お け る 左 欄

用 自 動 車 等 が 停 車 又 は 駐 動車運送事業用自動車等の範囲 の 停 車 又 は 駐 車 が 道 路 又 は 交

車 を す る 乗 合 自 動 車 の 停 所在地 通 の 状 況 に よ り 支 障 が な い も 関係者及び

留所の名称 の と な る よ う に す る た め 必 要 合意状況

と認める事項

久木 和歌山県西牟婁郡白浜町久木 307－ ３先 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 最 左 欄 の 停 留 所 に お け る 左 関係者

者 （ 白 浜 第 一 交 通 株 式 会 社 ） が 欄 の 停 車 又 は 駐 車 は 、 左 欄 に ・白浜第一交通株式会社

宇津木 和歌山県西牟婁郡白浜町宇津木 64－ ２ 行 う 道 路 運 送 法 （ 昭 和 2 6年 法 律 係 る 運 行 時 間 内 に 限 る も の と ・和歌山県公安委員会

第 183号 ） 第 ４ 条 第 ２項 に規 定す する。 ・近畿運輸局

中村 和歌山県西牟婁郡白浜町小川 443先 る 乗 合 旅 客 （ 路 線 不 定 期 ） の 運 最 左 欄 の 停 留 所 を 使 用 し て ・上富田町

送の用に供する自動車に限る。 い る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 ・白浜町

城 和歌山県西牟婁郡白浜町城 102 事 業 者 と 運 行 時 刻 に つ い て 調 ・白浜町地域公共交通会議

整 を 図 り 、 交 通 に 支 障 が な い 合意状況

ようにすること。 令 和 ７ 年 １ 月 3 0日 、 上 記

関係者において合意


